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高齢者無料職業相談
高齢者に向く仕事の求人・求職

についてのご相談がありましたら
お申出ください。社会福祉協議会
の専門相談員がおうけします。
相談日は、毎月第4火曜日( 12

月は第3火曜日) 午前10畤～午後
3 畤区役所1 噌区民相談室です。

も

う
す

ぐ
夏

楽
し
く
す
ご
す
た
め
に

区
の
施
設
や
行
事

ひ
と
頃
に
比
べ
る
と
か
な
り
強
く
な

っ
た
日
ざ
し
は
、
夏
の
近
い
こ
と
を
知

ら
せ
て
く
れ
ま
す
。
夏
を
楽
し
く
、
健

や
か
に
す
ご
す
↑心
め
に
、
ご
家
族
で
計

・
画
を
た
て
て
み
ま
し
よ
う
。

少
年

キ
ャ
ン
プ
場

少
年
キ
ャ
ン
プ
場
　
子
ど
も
会
な
ど
の
夏
休
み
計
画
の

ひ
と
つ
に
、キ
ャ
ン
プ
を
も
り
こ
ん

で
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

区
で
は
、
少
年
団
体
の
た
め
に
元

渕
江
公
園
を
、
少
年
キ
ャ
ン
プ
場
と

し
て
開
放
し
ま
す
。

キ
ャ
ン
プ
な
ど
の
野
外
活
動
は
、

自
主
性
、
社
会
性
、
創
造
性
を
育
て

る
の
に
大
変
効
果
的
で
す
。こ
の
機

会
に
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
区
内
少
年
団
体

期
間
　
七
月
三
日
(
日
)
か
ら
九
月

四
日
(
日
)
ま
で

時
間
　
二
泊
三
日
を
限
度
と
し
、
午

後
一
時
入
場
、
午
前
十
時
退
場
と

し
ま
す
。

申
込
方
法

利
用
申
請
書
(
社
会
教
育
課
に
あ

り
ま
す
)
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
直
接
青
少
年
係
へ
申
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

(
電
話
予
約
は
受
付
け
ま
せ
ん
)

受
付
期
日

六
月
一
日
(
水
)
か
ら
先
着
順
に

受
付
け
ま
す
。

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
青
少
年
係

健 や か に 育 つ … 元 渕 江 キ ャ ン プ 場

七
月
一
日
か
ら

プ
ー
ル
開
設

夏
、
カ
ッ
パ
の
季
節
が
も
う
す
ぐ

や
っ
て
き
ま
す
。
区
で
は
、
七
月
一

日
か
ら
(
月
三
十
一
日
ま
で
、
次
の

区
営
プー
ル
を
開
設
し
ま
す
。
お
お

い
に
泳
い
で
、
健
康
な
身
体
を
作
り

ま
し
ょ
う
。
料
金
は
、
一
時
間
、
小

人
二
十
円
、
大
人
四
十
円
で
す
。

▽
千
住
公
園
プ
ー
ル
　
千
住
大
川
町

三
五
土

▽
千
住
旭
公
園
プ
ー
ル
　
千
住
旭
町

三
〇
上

▽
大
谷
田
所
公
園
プ
ー
ル
　
中
川
四

丁
目
四
二
上

▽
中
郷
公
園
プ
ー
ル
　
西
新
井
一
丁

目
二
九
上

五

▽
鹿
浜
校
趾
公
園
プ
ー
ル
　
鹿
浜
三

丁
目
一
四
上

▽
体
育
館
プ
ー
ル
　
中
央
本
町
一
丁

目
一
七
1
二

公
園
プ
ー
ル
の
団
体
貸
切
り

土
曜
、
日
曜
を
除
く
午
前
中
は
、

団
体
に
よ
る
貸
切
り
使
用
が
で
き
ま

す
。
受
付
け
は
、
六
月
十
日
か
ら
で

す
。
た
だ
し
、
六
月
十
日
の
受
付
け

は
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
三
階
で
、
午

前
十
時
か
ら
、
抽
せ
ん
に
よ
り
行
な

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
公
園
プ
ー
ル
は
区

役
所
公
園
管
理
係
、
体
育
館
プ
ー

ル
は
体
育
館
(
(
(
六
―
六
〇
一

三
)
へ
。

家
庭
婦
人
も

体
操
を

健
康
・
美
容

体
操

教

室

日
時
　
六
月
二
十
三
日
(
木
)
!
一

十
五
日
(
土
)
の
三
日
問
時
間

は
午
後
一
時
～
二
時
(
二
十
五
日

は
午
前
十
時
～
正
午
)

場
所
　
足
立
体
育
館

対
象
　
区
内
在
住
で
三
日
間
受
講
で

き
る
家
庭
婦
人

内
容
　
自
分
の
体
力
を
知
ろ
う

楽

し
み
な
が
ら
運
動
し
よ
う

リ
ズ

ム
を
と
り
入
れ
て
運
動
し
よ
う

定
員
　
百
名
(
定
員
に
な
り
次
第
絡

切
り
)

講
師
　
窪
内
絹
子

大
塚
玲
子

申
込
方
法
　
体
育
課
に
あ
る
申
込
用

紙
ま
た
は
往
復
は
が
き
に
、氏
名
・

年
齢
・
住
所
・
電
話
番
号
を
記
入

の
う
え
、教
育
委
員
会
体
育
課
へ

。

水

泳

安

全

講
習

会

期
日
　

六
月
十
五
日
(
水
)
・
十
六

日
(
木
)

…
講
蔵

二

十

一
日
(

火
)
・
二
十
二
日
(
水
)
・・・
実
技

時
間
　
午
前
九
時
三
十
分
?
十
一
時

三
十
分

会
場
　
講
義
・・・花
畑
に
民
セ
ン
タ
ー

実
技
・・・花
畑
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ー
ル

対
象
　
ほ
内
在
住
で
五
日
間
受
講
で

き
る
家
庭
婦
人
(
初
心
者
)

定
員
　
百
名
(
定
員
に
な
り
次
第
締

切
り
)

申
込
方
法
　
体
育
課
に
あ
る
申
込
用

紙
ま
た
は
官
製
は
が
き
に
、氏
名
・

年
齢
・
住
所
・
職
業
・
電
話
番
号

を
記
入
の
う
え
、
教
育
委
員
会
体

育
課
へ
。

災
書
に
備
え
て
、
三
角
バ

ケ
ツ
に
は
水
を
入
れ
、
い
つ

も
き
ま
っ
た
場
所
に
置
く
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

7 月に選挙

あ
な
た
の
一
票
が
大
切

都
議
会
議
員
・
参
議
院
議
員
選
挙

今
年
は
参
議
院
議
貝
選
挙
と
な
ら

ん
で
東
京
都
議
会
巖
員
選
挙
か
行
な

わ
れ
る
年
で
す
。

参
議
院
議
貝
の
任
期
は
六
年

間

で
、
三
年
ご
と
に
半
数
ず
つ
改
選
さ

れ
ま
す
。
ま
た
東
京
都
議
会
議
員
の

任
期
は
四
年
閲
で
す
か
ら
、
十
二
年

に
一
度
、
今
年
の
よ
う
に
参
議
院
議

員
遇
挙
と
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
が

重
な
る
年
が
来
る
わ
け
で
す
。

参
膿
院
議
貝
の
任
期
は
こ
の
七
月

三
日
に
、
東
京
都
議
会
嶬
員
の
任
期

は
七
月
二
十
二
日
に
隋
了
し
ま
す
。

従
っ
て
七
月
中
旬
ま
で
に
両
選
挙
が

行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

し

″

う
。
た
だ
参
議
院
議
員
選
挙
に
つ
い

て
は
、
い
ま
開
か
れ
て
い
る
国
会
が

い
つ
閉
会
す
る
か
に
よ
っ
て
流
助
的

で
す
か
ら
、
両
選
挙
の
日
程
は
ま
だ

確
奥
に
い
つ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

参
議
院
議
員
選
挙
は
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
の
政
治
の
流
れ
が
か
か
っ
て

い
る
重
要
な
選
挙
と
し
て
、
新
聞
紙

上
な
ど
で
も
さ
か
ん
に
報
道
さ
れ
、

高
い
関
心
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

一
方
、東
京
都
議
会
議
員
選
挙
は
、

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
密
着
し
て
い

る
『
都
政
』
と
、
私
た
ち
の
住
ん
で

い
る
「
東
京
」
に
直
接
か
か
わ
っ
て

い
る
地
元
の
辺
挙
で
す
。

日
程
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
大
切
な
一
票
を
有
効
に
使
う

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

東
京
都
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

足
立
区
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

東
京
都
嶬
会
畿
貝
選

挙
の
立
候
補
予
定
者

に
対
し
、
次
の
と
お

り
事
前
税
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
立
候
補

を
予
定
し
て
い
る
方

は
必
ず
ご
出
席
く
だ

さ
い
。

■
日
時
　
五
月
二
十

六
日
(
木
)
午
後
一

時
三
十
分

■
場
所
　
足
立
区
産

業
振
興
館
(
区
役
所

と
な
り
)

■
人
数
　
一
立
候
補
予
定
者
に
つ
き

三
名
ま
で
。

く
わ
し
く
は
、
遇
挙
管
理
委
貝
会
へ

ど
う
ぞ
。

一票―票が重なれば…
21回目を迎える

区民芸能大会

観覧の方もどうぞ

毎
年
、
熟
演
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら

れ
る
、
恒
例
の
区
民
芸
能
大
会
も
、

今
年
で
二
十
一
回

目
を
迎
え
ま
す
。

出
場
す
る
方
々

は
、
晴
れ
の
日
を

間
近
に
控
え
、
日

頃
の
け
い
こ
で
鍛

え
た
技
芸
に
さ
ら

に
磨
き
を
か
け
る

た
め
、
け
い
こ
に

も
熟
が
こ
も
っ
て

い
る
こ
と
で
し
き
つ
。

日
舞
、
洋
舞「
民
謡
ヽ
歌
謡
曲

な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
趣
向
が

こ
ら
さ
れ
、
素
晴
し
い
演
技
が
竸

わ
れ
ま
す
。

出
場
さ
れ
な
い

方
々
も
、
土
曜
日

の
ひ
と
と
き
、
区

民
芸
能
大
会
を
ご

覧
に
な
っ
て
は
い

か
が
で
す
か
。

日
時
　
五
月
二
十

一
日
(
土
)
午

前
十
時
?
午
後

四
時

場
所
　
足
立
区
文
化
会
館

(入
場
無
料
)

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
経
済
課

内
・
足
立
区
観
光
協
会

お
子
さ
ん
の
誕
生
記
念
に

苗
木
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

区
で
は
、
緑
の
保
護
と
育
成
に
努

め
て
い
ま
す
が
、こ
の
た
び
、お
子
さ

ん
が
艇
生
し
た
家
庭
に
、
艇
生
記
念

の
苗
木
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
、
育
て
て

い
た
だ
く
こ
と
を
計
画
し
ま
し
た
。

お
子
さ
ん
の
成
長
と
と
も
に
、
大

き
な
木
に
育
て
、
町
の
緑
化
に
役
だ

て
て
く
だ
さ
い
。

対
象

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
以

降
に
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
、
現
在

区
内
に
お
住
ま
い
の
家
庭

苗
木
の
種
類

キ
ン
モ
ク
セ
イ
(
〇

・
九
㍍
)

サ
ザ
ン
カ
(
一
・
五

㍍
)

黒
竹
(
一
・
五
㍍
)

柿

の
木
(
二
・
一
㍍
)
(

重
桜
(
一

・
二
㍍
)

紅
梅
(
〇
・
九
㍍
)

イ
チ
'
ウ
(

二
・
一
㍍
)

申
込
方
法
　
出
生
届
を
提
出
す
る
と

き
に
、
窓
口
で
申
込
書
を
受
取
り
、

申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
四
月
以
降
に
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま

れ
、
ま
だ
申
込
一
を
も
ら
っ
て
い

な
い
方
は
、
官
製
は
が
き
に
、
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
お
子
さ

ん
の
生
年
月
日
と
名
前
・
希
望
の

樹
種
(
一
つ
)

を
配
入
の
う
え
、

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所

環
境
鰥
緑
化
係
【
〒
匸
】○

千

住
】丁
目
五
〇
)

善行青少年のご推せんを

皆
さ
ん
の
住
む
地
域
内
で
、
よ
い
行

な
い
を
し
た
青
少
年
が
い
ま
し
た
ら
、

ご
推
せ
ん
く
だ
さ
い
。

区
で
は
そ
の
よ
う
な
行
な
い
を
ほ
め
。

た
た
え
、
け
ん
彰
状
と
記
念
品
を
贈
っ

て
い
ま
す
。

推
せ
ん
対
象―
①
行
為
基
単
〇
勇
気

や
親
切
を
示
し
周
囲
を
明
る
く
し
た

〇
公
徳
心
を
高
め
た

〇
自
立
心
に
富

ん
だ
行
な
い

〇
誠
実
・
責
任
・
努
力

が
認
め
ら
れ
る
行
な
い

②
対
象
・・・
区

内
に
在
住
●
在
動
・
在
学
の
十
(
歳
未

濶
の
方

推
せ
ん
方
法―
地
域
内
の
学
校
・
職
場

・
団
体
な
ど
か
ら
推
せ
ん
さ
れ
た
候
補

者
を
、
青
少
年
対
策
地
区
委
貝
会
が
と

り
ま
と
め
て
区
長
あ
て
提
出
す
る
。

推
せ
ん
期
限―
六
月
四
日
(
土
)

問
い
合
わ
せ
先―
教
育
委
貝
会
青
少
年

係

中学卒業就職者の
激励大会

今
年
中
学
校
を
卒
業
し
、
区
内
の
事

業
所
に
動
め
る
方
々
を
対
象
に
、
激
励

大
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時
　
五
月
三
十
一
日
(
火
)
午
後
二

時
か
ら

場
所

産
業
振
興
館

内
容
　
第
一
部
・・・
主
搦
者
の
激
励
の
こ

と
ば

第
二
部
・
;加
野
卓
と
(
イ
ジ

ン
ガ
ー
に
よ
る
歌
と
バ
ン
ド
漓
奬

く
わ
し
く
は
、区
役
所
経
済
課
へ
匐
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

共
催
　
足
立
区
　
足
立
公
共
職
業
安
定

所
　
足
立
区
工
業
会
連
合
会
　
足
立

区
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
　
足
立

区
職
業
協
会

災害に備えて

特殊建築物の定期報告を

建
築
吻
は
、
火
災
や
地
声
な
ど
の
非

常
災
害
に
備
え
て
、
常
に
安
全
管
理
を

心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
特
に

多
く
の
人
が
使
用
す
る
建
築
物
は
、ひ

と
た
ひ
災
害
に
あ
え
ぱ
大
き
な
被
害
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
建
築
基
串
法
で
は
特

殊
建
築
物
の
所
有
者
に
、
建
築
物
が
安

全
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
を
三
年
に
一

度
。敷
地
、
構
造
、
建
築
股
備
の
現
況

に
つ
い
て
建
築
士
に
調
査
さ
せ
、
報
告

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
学
校
、病
院
、診
療
所
、
自

助
車
車
庫
の
報
告
の
年
で
す
。
な
お
。

報
告
用
紙
は
骸
当
す
る
建
築
物
の
所
有

者
に
お
送
り
し
ま
す
。

間
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
建
築
指
導
課

調
査
係
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重度心身障害者の方へ

福祉手当を
さしあげます

昭
和五
十二年五
月期
支
払
分

(昭
和五十二年一
月
から四月分

まで
)の
福祉手当
金
(国政制度
)

は
、五月二十五日頃
あなたの
指

定し
た金融機関に
振り込みます

ので
、お受け取り
ください
。受

給者の方には
、二十五日頃
(ガ

キで
通知します
。

な
お
、骸当する方で
、まだ申

脾手
続きをされていない方は
、

次の要領で申請して
ください
。

該当する方へ

▽
障
害
の
程
度
が
左
表
に
定
め
る
程
度
の
方
で
、
日
常
生
卮
で
常
時
の

介
護
を
必
要
と
す
る
方
(
障
害
の
程
度
は
、
お
お
ひ
ね
身
障
手
帳
一

級
・
二
級
の
一
都
の
方
、
重
度
の
精
神
病
の
方
、
お
よ
ぴ
同
程
度
以

上の方
)

▽日本国民で足立区に住所のあ

る方
(ただし
、施設入居者は

除く
)

▽
そ
の
他
、
所
得
制
限
・
公
的
年
金
等
の
叉
給
制
限
が
あ
り
ま
す
<
制

限などについてくわしくは担

当係へどうぞ
)

申請に必要なもの

▽世
帯全員の
住民票の写し

▽戸
篇と
う本

▽
身障手帳・
愛の手帳または診

断
書
(窓口
にある所定の用
紙
)

▽障害者本人名儀の預金通帳

▽印かん

▽障害福祉年金を受給して
いる

方は国民年金証一

受付・問い合わせは
、区役所援

匣係へ
。

障害の程度 一
　両諷の視力の和が○・
○二以下のもの

二
　可耳の聴力が補聴器を用いて
rχ‥声を識別するこ
とがで
きない程度のもの

三
　両上肢の機能に一
しい卿喜を有するしの

四
　
岡
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

五
　両下肢の用を全く廃したもの

六
　両大羈を二分の一
以上失っ
たもの

七
　
休
幹
の
皿
能
に
座
っ
て
い
&
こ
と
が
で
き
な
い
朽
度
の
皿
害
を
布
す
る
も
の

八
　淌各兮に掲げるもののほか
、身休の機能の障
W又
は艮刈にわたる安静を必

荀とする病秡か前χ
吟と
M程度以上と認められる状
Sであって
。口
常上活

の用
*
>
・弁ずることを不能な
I
Q
しめる
'。度のもの

九
　帖神の障番で
あって
、聊各りと同片度以上と認め
Iりれる程度のむの

十
　身体の皿能の障害蕃しくは病状又は粭旬の障害が竄杖する鳩合であって
。

その歌皿
が聊各号と同祝度以
Lと
gめられる程度のもの

家庭福祉員を
募集します

保育に欠ける乳児のため
。ご

家庭で保育を引受けてくださる

婦人を募集しています
。

資
格
　
二
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
で
保
母
、
教
員
、
助
産
婦
。
保
健

娜
、一
腰婦
、栄養士のい
ずれ

かの賢格
がある方で
、六歳未

濟の児
童がいない方

保
育
に
必
要
な
設
備
　
一
階
(
原
則
)
に
保
育
と
し
て
適
当
な
六
畳
以
上

の
部屋
があるこ
と

保育対象児
　三歳未満の乳児を

三人まで保育

保育運営費
　保護者から受託料

として一
人につ
き月額一
万五

千円
。都およ
び区から運営費
、

設備費
、賠償責任保険料
など

の
補助をし
ます
。

応募・
問い合わせ
先
　区
役所福

祉都管理係

保母
養成請習会

保母をめざす方へ

日
時
　
六
月
二
日
～
二
十
五
日
ま
で
の
火
・
木
・
土
皿
日
(
計
十
回
)

午
後
五
時
三
十
分
～
(
時
。
た
だ
し
、
十
(
日
(
土
)
は
休
講
。

場所
　西新井教会保育園
(西新

井本町一丁目二―〒
五
)

定員
　五十名

申込資格
　高校卒業またはこれ

と同等の資格を有するに内在

住の方
受講料
　無料
(賢料代実費負担
) 申込・

問い合
わせ先
　五月二十

六日
<木
)まで
に直接
、西新

井教会保
青園
(啻
(九六
-一

四二五
)へ
。

お気軽にどうぞ

栄養教室など

栄
養
教
室
(無料
)

<
東
和
保
健
相
談
所
>

日
時
　
六
月
六
日
(
月
)
・
十
三
日
<
月
)
・
二
十
日
(
月
)
・
二
十

七日
(月
)午後
】時三十分

<
江
北
保
健
相
談
所
>

日
時
　五月三十一
日
(火
)・
六

月七日
(火
)・十三日
(月
)

・
二
十日
(月
)午後一
時三十

分<足立保健所
>

日
時
　五月二十三日
(月
)・
二

十
七日
(金
)・三十日
(月
)

・
六月三日
(金
)午後一
時三

十
分

定員
　各二十五名
<先一
順
)

<竹の塚保健相談所
>

日時
　六月三
貝
金
)・七日
(火
)

・
十四
日
(火
)・
十六日
(木
)

午後一
時三
十分

会場
　花畑区
民セン
ター

定員
　五十名
(先着順
)

申込み
　電話で
どうぞ
。

東和保健相談所
　　
六〇
六～

四一
七一
江
北保健相
談所

曾
(九六
-四〇〇四
竹の塚

保健相談所
曾
(
(五丿五四

二一
足立保健所
管
(四〇
-

五一四一
精神衛生相談

日
時
　
六
月
二
日
(
木
)
午
後
一
時
三
十
分
?
三
時
(
無
料
)

場所・
申込先
　江北保健相談所

保健婦募集

募集人員
　二
十五名

受験資格
　学歴
を問わす
。昭和

七年七月二日
から昭和三十年

四
月一
日
までに生まれ
た方で

保健婦の
免許の
ある方
(国家

試験合格等で
免井の交付を現

在申講中の方
も含む
)

試験日
　五月二十七日
(金
)

申込
先
　申込書
(区
役所にあり

ます
)に記入のうえ
、五月二

十六日
(木
)まで
に
、特別区

人事・
厚生事務組合人事企画

都企画課へ
持参のこ
と
。

問い合わせ先
　特別区
人事・
厚

生事務組合人事企画
部企画課
{

千代田区
九段
北一
-
}
-四

東京区政会館内
曾二
六五
-

〇六七一
)

み
んなの
豆
知識

家
内
労
働
法
に
つ
い
て

(
問
)
　
家
内
労
働
旬
間
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

(答
)
　家内労働に従事して

い
る方々
の労働粂件の向上を

め
ざして
、五月二十一
日から

三十一
日
まで「家内労働旬間
」

として
連助
が展開されます
。

(問
)
　家内労働法とは
、ど

ういうものですか
。

(答
)
　「家内労働法
」とは
、

家内労働者の
労働条件の
向上

を図り
、家内労働者の
生活の

安定に役立たせ
るこ
とを目
的

として
、昭和四
十五
年十月か

ら施行されているものです
。

その内容は
、「家内労働手

帳制度
」「エーの支払いの確

き
「最低工賃制度
」「
安全

衛生についての規定
」などに

なっています
。

この法律で定めてある労働

条件の基準は
、最低のことが

決められていますので
、仕事

を委鹿する委託者も、家内労

働者もこの基串より労働条件

を低下させてはならないこと

はもちろん
、これよりもさら

に向上させることに努めなけ
れ
ぱならないこ
とになってい

ます
。この
ような目的と内容

を持っ
た「
家内労働法
」は
、

いわ
ぱ労働
基準法に準じ
た性

格を持って
います
。

(問
)
　家内労働とは
、どう

いうもの
をさしているのです

か
。

(答
)
　一般的に次のような

特色を備え
たもので
す
。

①作業所
が原則として
、自宅

または知人の家な
ど自分が任

意に遇んだ禍所で
あるこ
と

②
自
分
ひ
と
り
で
、
あ
る
い
は
同
居
の
家
族
と
と
も
に
作
業
に
従
事

しており
、常態として
他人を

雇うこ
とかないこ
と
③問屋

製造業者から物品の
製造
、加

工
などを委託され
、通常原材

料の支給を受けて「
その下
請

として
作業を行なってい
るこ

と
。作業は通常簡易な手
作業

で
、機械設備を用い
る場
合も

きわめて
簡単なもので
あるこ

と
をさして
います
。

こ
の
よ
う
な
特
色
か
ら
内
職
と
家
内
労
働
は
多
少
意
味
が
違
い
ま

す
。
こ
の
家
内
労
働
に
は
次
の
三
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
①
専
従

的家内労働
者
②内職的家内

労働者
③副業的家内労働者

で
す
。
(問
)
　家内労働手帳制度と

はどうい
うもので
すか
。

(答
)
　これは
、「家内労働

法
」の中で重要な項目で
す
。

「
家内労働手
帳
」は
、家内労

働者の
権利
を保霞し
、委託者

と家内労働者の無用な紛争を

防止するためのものです
。

このため
、この手帳には
、

委託条件
、納入させる物品の

数
a、工賢の単価
、受領した

物品の数一
、支払工賃の総額

などの定められた事項を記入

しなければなりません
。

このように
、家内労働手帳

は
、委託条件の明確化を目的

とするもので
、委託者は責任

をもって必ず家内労働者に交

付し
、そのつど肥入しなけれ

ばなりません
。

くわしくは
、足立労働基串

監督署
(啻
(
(二大
一
(七
)

王子労政事務所
(曾九〇〇
j

〇一
二
(
)およぴ区役所経済

課へ
どうぞ
。

昭 和51 年 分所 得 税 の 特 別 減 税
および源泉所得税の改正脱明会

気分転換に
出かけてみませんか

―区民保養所「あだち荘」―

東京からわ

ずか二時間余

りの壜河原温

泉に区
民
保

養所「
あだち

荘
」
(写裏
)

があります
。

ご家族でまた

お友達などと

一
緒に出かけ

てみ
ませ
ん

か
。「あだち

荘
」の利用方

法は次のとお

りです
。

料金【
】泊二食付
)大人二千

五百円
小人
<四歳以上小学

生まで
)千三百円
ただし
、

利用日
数は二泊までで
す
。

申
込
資
格
　
区
内
に
在
住
、
在
勤
の
方
(
た
だ
し
、
一
人
で
は
利
用
で

きません
)

申込受付
　方法
毎月一
日
から翌

月一
か月分の
受付
を開始し
、

利用
しようとする日の五日前

まで区
役所一
階区民係で受付

けします
。ただし
、日曜・
祝

日
は除き
、土曜日は正午まで

で
す
。

※七月利用分は
、六月一
日
(水
)

から受付け
ます
。な
お
、初日

の
会場は
産業振興館
(区役所

となり
)で
す
。

問い合
わせ先
　区役所区民係

同和問題の
理解の
ために

同
対
審
答
申
と
特
別
措
置
法
③

それで
は
而
対
審答申
」の

おもな点
を抜すい
(太字
部分
)

して脱明し
まし
!つ
。

「同
和問題は
、人類普遍の
原

理で
ある人間の自由と平等に

関
する問題で
あり
、日本国憲

法によって
保陣された基本的

人
権にかかわる課題で
ある
」

被差別
都落の人たちは
、職

業
を選ぷこ
と
、住居を移すこ

と
、愛する人と結婚するこ
と

などの自由
が
、著しく侵害さ

れてきました
。また国民の
権

利で
ある教育からも多くの
人

たち
がは
ずされて
き
たの
で

す
。こ
れらのこ
とは「
すべて

の国民に保障されねばならな

い『しあわせ
に生きる権利
』

が
、うばわれて
きたとい
うこ

とにほかなりませ
ん
。

◎
同
和
問
題
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ
。

ふるってご応募を

奨学生を募集

募集人員
　四十五名
(高校四
十

名
、大
学五名
)

貸
付
金
額
　
①
修
学
資
金
1
高
校
(
高
専
含
ひ
)
・
・
・
月
額
七
千
円
以
内

大
学・・・月額一万円以
内
⑤入

学賚金丿高校
(高専含む
T三

万円以内
大学・・・五万円以内

資格
　〇区
内に引
続き三年以上

住んで
いる方の子
弟で
あるこ

と
　〇都内に
ある学校に在
学

して
いるこ
と
(昭和五十三年

度入
学者を含む
)
　○他
から

同種の
学賢金を借りていない

こ
と

申込期間
　六月一
日～
十五日

採用
発表
　十一
月中旬の予定

貸付開始
　昭和五十三年四月

申込・
問い合わせ先
　教育委貝

会学務課
振興係

水
神
橋
保
育
園
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

六月
―日に水神橋保育園
(募

集案内は
、区の
お知らせ十二月

二十日兮に掲載
)が
開
鬮
し
ま

す
。こ
れで区
立保冐圜は
、五十

三
園になります
。

名称
　水神橋
保育園

所在地
　西
保木問四丁
目
匸
T

四建
物
の
規
模
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
平
屋
鏤
、
六
四
(
・
五
平
方

メートル

定員
　百名
(
O歳児九名含む
)

電話
　
(
(
三―二九〇六

なお
、この施般の鷆股費の一

都は
、年金積立金による還元融

賢を受けています
。

掲示
板

募集します
―
縁
の
協
力
員
―

昨年制定された「足立区緑

の
保護育成条例
」に
基いて
、

緑の
協力員を次のように
募集

し
ます
。

緑の
協力貝は
、緑に鬨する

区の
施策についてのモニ
ター

やレ
ポーターの仕
事
、あるい

は
地域社会での緑化
推進の担

い手
となって
、緑豊かな住み

よい足立区
を作るために自主

的に活助して
いただくもので

す
。ふるって
お申込
ください
。

なお
、申込用
紙は区
役所緑化

係にあります
。

募集人員
　二十五名

資格
　二十歳以上で区内に一

年以上お住まいの方
(公務

員等公職にある方はご遠慮

ください
)

謝礼
　年間五千円

申込期限
　五月三十一
日
(火
)

申込・
問い合わせ先
　区役所

緑化係愛の献血を

五月二十日
(金
)竹の塚駅東口

二十四日
(火
)東都セン
ター

ニ
十六日
(木
)申川
北小

三十日
(月
)北千往釈西口

六月二日
(木
)第二庁舎

三日
(金
)東渕江小

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
十
時
?
午
後
三
時
ま
で
で
す
。

足立区で買おう
、食べよ

う
、頼もう

生業資金の貸付

貸付対象
　一
般金融機関から

融賢を受けるこ
と
が
困
鯡

で
、貸付を受ける事業によ

って
生計を立て
る方
(住民

税がおおひ
ね均等創程度以

下の
方
)で
、次の要
件に
あ

て
はまる方

①区内に一
年以上住
んでい

るこ
と
。

②
す
ぐ
に
事
業
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
。

③住民税を完納してい
るこ

と
。

④
確
実
な
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と
。

貸付限度額
　六十万円

利子
　年三・
六五
%
(すえお

き期間中は
無利子
)

返済方法
　五十回均
等
償
還
(

六か月
すえ
おき
)

申
込
受
付
期
間
　
五
月
十
六
日
(
月
)
?
五
月
三
十
一
日
(
火
)

問い合
わせ先
　区
役所民生係

大谷田一
丁自団地の入

居者を募集中で
す
。くわ

しくは
、日本住宅公団住

宅募集センター
(曾三四

七
-四三七五
)へ
。

休館します
―
区
立
図
書
館
―

図書の特別整理をしますの

で
、次のとおり休館します
。

◎
五
月
十
七
日
(
火
)
～
二
十
一

日
(火
)・・・千往・
断田・
花畑

図
書館

◎
六
月
一
日
(
水
T
十
五
貝
水
)
・
・
・
申
央
・
官
城
・
常
凍
・
中
川
図

書館豚
肉
の
安
売
り
デ
ー
は
、

五月二
十八日
(土
)です
。

黄色の
たれ幕の
ある肉屋

さんで
どうぞ
。

現況調査にご協力を

区では左図の地域につい

て
、新たに住居表示を実施す

る予定で準備を進めてい
ま

す
。ついては
、現況調査を五

月下旬から行ないますので
、

区の職員と委託業者
(区の腕

章をつけています
)が各家庭

を防問し
、殲物の現況を調査

しますので
、その際はご協力

くだい
。なお
、この地区の住

居表示実施は昭和五十三年二

月一日の予定です
。

問い合わせ先
　区役所住居表

示係
住居表示調査区域図
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00


